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う。 

・委託先及び再委

託先の監査項目の

見直しを毎事業年

度１回以上行う。 

・委託先及び再委

託先の実地監査に

ついて、中期目標

期間中に各地域エ

リアに１回以上行

う。 

［指標設定の考え

方］ 

委託・再委託し

た郵便貯金の払戻

し等の郵便貯金管

理業務の質の維

持・向上及び適切

性の確保のため、

委託先・再委託先

の郵便貯金の払戻

し等に係る状況の

検証及び監査項目

の見直しを定期的

に行うとともに、

実地監査を全国に

おいて行うことと

する。 

 

もに、再委託先が

行う銀行業の代理

業務と同等以上の

質を引き続き確保

するよう、委託先

を通じて求めるこ

ととする。 

 加えて、次のと

おり、委託先及び

再委託先（以下第

１の１（１）におい

て「委託先等」とい

う。）に対する監督

方針を定め、確認

等を行い、必要に

応じて改善を求め

る等の措置を行う

こととする。 

① 監督方針の策

定 

事業年度ごとに

委託先等に対する

監督方針を定める

こととする。監督

方針においては、

重点確認項目及び

項目ごとのスケジ

ュールを設定す

る。 

なお、重点確認項

目の設定に当たっ

ては、業務の質の

維持・向上及び適

切性の確保に向け

て引き続き取り組

む必要性を十分考

慮することとす

る。 

② 確認等 

 監督方針に基づ

き、委託先等に対

要に応じて改善を求め

る等の措置を行った

か。 
● 委託先及び再委託

先における郵便貯金の

払戻し等に係る状況の

検証を半期に１回以上

行ったか。 

● 不適切な事例が判

明した場合には、その

原因等を分析し、必要

に応じて改善を求める

等の措置を行い、改善

状況の検証を行った

か。 
・部内犯罪事案の発生

原因等について分析

し、必要に応じて再発

防止策を講じるなどの

改善を求めたか。 
● 委託先及び再委託

先の監査項目の見直し

を毎事業年度１回以上

行ったか。 
● 中期目標期間中

に、委託先及び再委託

先の各地域エリアに１

回以上実地監査を行う

よう取り組んだか。 
● 委託先及び再委託

先の内部監査の結果を

利用するなど、各組織

の内部統制機能を活用

して、全体の経費の増

大を招かずに実地監査

の充実を図ったか。 

いる。 

計画策定の際は、郵便貯金の残高にかんがみ、平成 30 年度より、監査の重点を

委託先の貯金事務センターが行う後方事務に置くこととし、具体的な監査項目や監

査対象局所の選定に際しては、委託先等の実施した内部監査やモニタリングの結果

等を活用し、効果的かつ効率的な実施に努めている。 

また、監査項目については、毎事業年度、前年度等の郵便貯金の払戻し等に係る

状況の検証結果等を踏まえ、見直しを行っているが、令和２年度からは、新たに「リ

スク・アセスメント」の手法を導入、委託先等が実施している郵便貯金管理業務に

係る具体的な事務について、リスクの発生可能性と影響度を定量的に測定、委託先

等が実施しているリスク低減措置を勘案の上、なお存在しているリスク（残余リス

ク）を洗い出し、郵便貯金管理業務との関連度合いを加味して最終的なリスクを評

価して行うこととした。各事業年度における具体的な見直し内容は次のとおりであ

る。 

平成 29年度（２回実施） 

・ 委託先等における「ＣＡＴ（営業担当者が使用する顧客管理システム）によ

る渉外社員の行動管理」、「苦情に係るシステムへの入力状況」等を監査項目に

追加。（５月） 

・ 顧客情報管理態勢に関する監査項目として、業務の外部委託先（再委託先以

降を含む。）管理に係る取組状況等を追加。（10月） 

平成 30年度（２回実施） 

・ 集中満期に係る自局ＤＭの送付（苦情申告対応）等の項目を削除し、個人情

報利用同意に係る諸手続（顧客情報の管理）等の項目を追加。（５月） 

・ 犯罪による収益の移転防止に関する法律（平成 19年法律第 22号。以下「犯

罪収益移転防止法」または「犯収法」という。）に係る取組が重要度を増して

きていることを踏まえ、関連する事務の取扱状況等に係る事項を追加。（10月） 

令和元年度（２回実施） 

・ 令和元年度上期をもって、平成 29年度から通算して全地域エリアを訪問し、

その実地監査結果等を踏まえ、全面的な見直し（削除、追加又は分割等）とと

もに、相続法改正を踏まえ「仮払い制度への対応」を追加。（９月） 

・ 「犯罪収益移転防止法の関係事務の実施状況」の項目を「取引時確認」と「疑

わしい取引」に分け、確認手法に実査を追加し、内容を充実化。（11月） 

令和２年度（１回実施） 

・ リスクが低い事務（内部監査・モニタリング等）、取扱件数が減少した事務

（二者承認（現金支払い時の立会等（現在はほぼ機械化））等）等に係る監査項

目を削除する一方、令和２年度上期の部内犯罪発覚件数が増加傾向にあったこ

とから、「犯罪防止への取組状況」の項目に「営業活動の管理」を追加した。

（９月） 

 

（２）書面監査（報告を受けての確認、ヒアリング） 

上記の重点確認項目について判明した不適切な事例のうち、重要案件（不祥事件、

顧客情報漏えい、システム機器の障害）については随時、その他の案件については

ない場合のリモート監査の手順

を策定、同年度下期以降は、そ

れに基づき実地監査（リモート

監査）の再開にこぎつけている。 
監査対象拠点の選定に当たっ

ては、前年度とのエリアの重複

は避け、エリア内では過去に訪

問実績が少ない県や地域を対象

とするように努めたほか、委託

先等の内部監査の結果やモニタ

リング結果等を参考にして監査

対象拠点を選定するなどによ

り、効果的かつ効率的な実地監

査の実施に努めた。 
また、委託先からの報告を受

け、内容確認等を行うとともに、

必要に応じて是正指導等を行っ

た。 
これらにより、機構は、委託

先・再委託先の監督を適切に行

い、委託した業務について、業

務の質の維持・向上及び適切性

の確保に努めるとともに、委託

先が行う銀行業務と同等以上の

質を確保できたものと評価し

た。 
 
＜課題と対応＞ 
 なし。 
 

質の維持・向上及び適切性の確保に努

めるとともに、委託先が行う銀行業務

と同等以上の質の確保を求めている。 

・よって、所期の目標を達成している

と認められ、「Ｂ」評価とした。 

 

＜今後の課題＞ 

― 

 

＜その他事項＞ 

― 
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して、定期及び随

時に、顧客情報管

理、預金者からの

苦情申告対応等の

郵便貯金の払戻し

等に係る状況につ

いて、委託先等か

らの報告、実地監

査等により確認等

を行う。なお、これ

らの状況の検証を

半期に１回以上行

う。 

不適切な事例が

判明した場合に

は、その原因等を

分析し、必要に応

じて改善を求める

等の措置を行い、

改善状況の検証を

行うこととする。 

実地監査につい

ては、事業年度ご

とに実地監査計画

を定め、委託先等

における郵便貯金

管理業務の実施状

況を監査すること

とする。 

監査項目は、郵

便貯金の払戻し等

に係る状況の検証

結果等を踏まえ、

毎事業年度１回以

上見直すこととす

る。 

また、全国的に

郵便貯金管理業務

の質の維持・向上

及び適切性の確保

を図る観点から、

月ごと、四半期ごと又は半期ごとに確認を行うことを定め、スケジュールどおりに

確認を行い、原則として四半期ごとに不適切事例の発生原因等を分析し、その結果

も活用して当該事業年度の実地監査を行っている。また、委託先等に（平成 29年

度にあっては半期ごと、平成 30年度からは年度ごとに）監査結果を通知し、不適

切な事例について再発防止策を講じることなどの改善を求め、その後の取組状況等

について報告を受け確認している。さらに、その後に実施した当該年度の実地監査

等において改善状況の確認を行っている。 

 

（３）委託先等における郵便貯金の払戻し等に係る状況の検証等 

委託先等における顧客情報管理、預金者からの苦情申告対応等の郵便貯金の払戻

し等に係る状況の検証を、各事業年度の上期及び下期において、直前の半期分の態

勢整備状況を取りまとめ、実施している。 

 

（４）実地監査 

ア 監査対象エリア等の選定と実地監査の実施 

全国的に郵便貯金管理業務の質の維持・向上及び適切性の確保を図る観点か

ら、実地監査を全国において行うこととし、監査対象の選定に当たって、委託先

については、前年度とのエリアの重複は避け、再委託先については、エリア内で

は過去に訪問実績が少ない県や地域を対象とするように努めている。対象拠点の

選定は、委託先等の内部監査の結果やモニタリング資料等における事故発生状

況、事務取扱件数等を参考にして選定している。 

 

（実地監査対象エリア、拠点数）  

  平成 29年度：６エリア、34か所（委託先等の本社を除く。）  

  平成 30年度：５エリア、25か所（委託先等の本社を除く。）  

  令和元年度：４エリア、18か所（委託先等の本社を除く。）  

  令和２年度：３エリア、12か所（委託先等の本社を除く。）  

  令和３年度(見込み)：５エリア、20か所（委託先等の本社を除く。）  

 

 上記のとおり、平成 29 年度からの累計で令和元年度上期をもって 13 エリアす

べて実施となり、中期目標期間中に委託先等の各地域エリアに１回以上実地監査

を実施。 

 また、実地監査の支援業務の委託契約については、毎年度、一般競争入札を行っ

ているほか、実地監査に係る出張に際しては、可能な限りパック商品の利用に努め

ることなどにより、経費の増大を招かないよう留意している。 

 

（実地監査経常費用） 

平成 29年度：8,634千円 

平成 30年度：6,605千円 

令和元年度：6,432千円 

令和２年度：3,158千円 
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中期目標期間中

に、委託先等の各

地域エリアに１回

以上実地監査を行

うこととする。 

なお、監査業務の

実施に当たって

は、監査項目や監

査対象拠点を選定

する際に、委託先

等の実施する内部

監査の結果を利用

するなど、各組織

の内部統制機能を

活用して、効果的

かつ効率的な実施

に努めるととも

に、機構全体の経

費の増大を招かな

いようにする。 

 

イ 本社監査の実施 

毎事業年度、委託先等本社の各部の責任者等に前年度等の監査結果等を受けて

の取組状況などのヒアリングを実施し、所管業務に対する認識を確認している。

また、上記(2)～(4)アで確認した事項を整理し、委託先等本社に監査を実施して

いる。その際、単に個々の発見事項の改善を求めるだけでなく、機構としての問

題意識を明確にした上でヒアリングを実施するよう努めている。 

 

ウ 新型コロナウイルス感染症への対応（リモート監査等） 

令和２年度以降は、新型コロナウイルス感染症の影響で、従前のような形での

実地監査の実施が困難となり、特に、同年度上期は実地監査を見送らざるを得な

かった。 

一方で、コロナ禍の中にあっても、感染防止に留意しつつ、監査が行えるよう、

令和２年７月に、①感染拡大防止に配意した実地監査時の手順及び②実地監査が

できない場合における電話会議システム又はテレビ会議システムを活用したリ

モートによる監査（リモート監査）の手順（「新型コロナウイルス感染症を踏ま

えた今後の監査」）を策定、令和２年度下期には実地監査（リモート監査を含む）

の再開にこぎつけた。 

具体的には、新型コロナウイルス感染症の影響で、３エリアの計 12 局所のう

ち、東京貯金事務センターを除き、すべてリモート監査（往査先の事情等に応じ、

電話会議システム又はテレビ会議システムで実施）となった。リモート監査の実

施に当たっては、送付可能な証拠書等については事前に郵送やメールにより取得

し、十分に分析するとともに、ヒアリングの際も対象者の日ごろの業務の実施状

況や業務知識を中心に掘り下げて質問するなどにより、ゆうちょ情報システム等

の日次・月次点検未実施、郵便局社員の旧勘定の郵便貯金に係る業務知識不足等

の発見事項を摘出するなど、監査業務の質を確保するよう努めた。 

令和３年３月には、上記の手順の内容を「監査対応マニュアル」にも盛り込み、

今後、コロナ禍が継続した場合においても、これに基づき、実地監査に対応する

こととしている。 

 

（５）重点確認項目の状況 

ア 委託先等（再々委託先を含む。）の役職員による犯罪の防止 

委託先等（再々委託先を含む。）の役職員による犯罪については、「委託先に対

して徹底した調査解明を求めるとともに、再発防止策の徹底」を監督方針で定め、

委託先に求めている。 

委託先から報告書を受領しヒアリングを行い、更なる調査と再発防止を要請す

るとともに、これらの事案等を踏まえて犯罪の防止態勢に関して実地監査におい

て、部内犯罪の防止に向けた取組の状況を確認している。 

また、各年度の監査結果等に基づく機構からの指摘等に対応して次のような取

組がなされた。 

平成 29年度 
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・ コンプライアンス違反等発生時の報告先に、従来のコンプライアンス責任

者及びコンプライアンス室に加え、「防犯担当局長等」を追加 

・ 全社員に配付するコンプライアンス・ハンドブックに、内部通報窓口への

電子メールでの通報を簡便にするＱＲコードを掲載するとともに、ＱＲコー

ドを掲載した「コンプライアンス報告・内部通報カード」を配付 

・ 全社員(約 40万人)に対し、コンプライアンス違反の有無等に関する社員

アンケートを実施 

平成 30年度 

・ 責任者承認について、「前日の責任者承認一覧の印刷時刻」欄を設欄。ま

た、金融業務管理者研修において窓口業務終了時の点検に関する研修を実施

＜再委託先＞ 

・ 預り証兼受付証について、金融業務管理者研修で適正な取扱いに関する研

修を実施。また、モニタリング及び内部監査の不備発生状況を踏まえ、情報

紙等による注意喚起を実施＜再委託先＞ 

・ 渉外社員の行動管理について、随時開催のエリア本部・店舗向けの各種会

議・研修等を通じて、店舗管理者に対して、渉外社員別の日々の営業活動状

況の把握、ＣＡＴ※の日次・月次査閲の実施等の行動管理を強化・徹底する

よう指導を実施＜委託先＞ 

 ※ 営業担当者が使用する顧客管理システム。 

令和元年度 

・ 預り証兼受付証の適正使用及び責任者承認の適正な点検について、防犯基

本動作の項目に指摘事項に係る内容を追加、金融業務管理者研修において指

導を実施、郵便局モニタリングにおいて確認を実施＜再委託先＞ 

令和２年度 

・ 記載漏れや記載誤りを防止できるよう、令和２年４月に預り証兼受付証の

様式を改正するとともに、防犯基本ハンドブックの「預り証兼受付証の適正

使用」の項目を改定、金融業務管理者研修において指導を実施、職場を交替

する防犯施策において点検を実施＜再委託先＞ 

                            （単位：件）  

年度 29年度 30年度 令和元

年度 

２年度 ３年度 

 

部内犯罪発覚数 11 ６ ４ 14 － 

 

イ 苦情申告等の対応 

苦情申告に対する対応については、「委託先等に対して迅速かつ的確に対応す

る」ことを監督方針で定め、委託先に求めている。 

委託先から日次で報告される苦情申告等の内容について、貯金部の管理者及び

担当職員が、報告されたすべての苦情内容の確認を行い、不適正な対応が懸念さ

れる事案はその都度対応部署に確認し、必要に応じて是正指導を行うほか、四半

期ごとに分析をしている。 

委託先等では苦情減少のため、ＣＳ推進活動、各種研修による業務知識の向上
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等の施策を実施し、さらに、各年度の監査結果等に基づく機構からの指摘等に対

応して改善を行っている。 

（機構の指摘等に基づく改善の例） 

平成 30年度(下記の改善例のうちⅱ及びⅲは令和元年度) 

・ 郵便局等に発生原因のある苦情を受け付けた貯金事務センターが郵便局に

依頼した当該苦情の管理について、処理の明確化を指摘したところ、次のとお

り改善がなされた。 

ⅰ 事務フローを改正してマニュアル（苦情等対応手続（貯金事務センター

用）、苦情等対応マニュアル（貯金事務センター用））を改正（平成 31 年４

月）。 

ⅱ 貯金事務センターの自所検査項目に設定 

ⅲ 貯金事務センターにおけるモニタリング項目に設定 

・ 「睡眠貯金は定額郵便貯金通帳の再発行ができないことについて、郵便局社

員の理解不足及び貯金事務センターの誤処理により、権利消滅となってしまっ

た」旨の苦情報告を受けて、貯金事務センターにおける事務の改善を求めたと

ころ、平成 31年４月にゆうちょ銀行事務マニュアル（郵便貯金編）（貯金事務

センター用）を改正。 

 

この結果、苦情件数は、平成 28 年度(2,293 件)と比較し大幅に減少し、各事

業年度における件数はいずれも半数以下となっている。また、苦情のうち長期未

解決事案は、平成 29年度から令和２年度までの間、低位で推移している。 

  

ウ 顧客情報の管理 

顧客情報の管理については、「顧客情報の漏えい防止策を徹底するとともに、

サイバー攻撃への対処等情報セキュリティ対策の充実・向上及び個人情報管理指

針の的確な履行」を監督方針で定め、委託先に求めている。 

(ｱ) 顧客情報の漏えい等事案への対応等 

委託先から報告された事故内容を分析し、それを踏まえて実地監査を行い、

顧客情報の管理の改善等を委託先等に求め、次のような取組による改善がなさ

れた。 

平成 29年度 

・ 営業関係システム等から出力した顧客情報の取扱いの管理について各

種会議・研修の場での周知・指導等の強化＜委託先・再委託先＞ 

・ 本社による貯金事務センターに対するモニタリング時の点検ポイント

に旧勘定の証拠書が適正に保存されているか確認する視点を追加＜委託

先＞ 

・ 第三者である防犯担当局長が部会内郵便局における過年度の顧客情報

の管理状況の臨局点検を実施＜再委託先＞ 

平成 30年度 

・ 顧客情報を含む電子ファイルについて、点検チェックシートに機構監査

で不備のあった情報文書名を参考として記載した上で、四半期点検（局点
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検、個人点検）を実施。また、局長等コンプライアンス研修、業務研究会

で顧客情報の保存ルール等を指導したほか、支社社員による郵便局の情報

セキュリティ点検を実施＜再委託先＞ 

・ クロスセルに係る不備事項について、支社担当に指導を実施し、郵便局

に対する指導を強化。また、クロスセル通信等を活用した定期的、継続的

な周知・指導を実施。また、 管理者向け研修等においてクロスセルの時

間を設け、管理者に対する指導を強化＜再委託先＞ 

・ 貯金事務センターで管理する証拠書保存箱について、全貯金事務センタ

ーに対して、「保管」となっている証拠書保存箱の洗出し及び保存ＩＤの

付与を指示＜委託先＞  

令和元年度 

・ 顧客情報を含む電子ファイルの管理について、情報紙による注意喚起を

実施、ＤＶＤ研修による研修を実施、自主点検による点検を実施。＜委託

先＞ 

・ 証拠書等保存箱の管理について、研修・情報紙による注意喚起を実施。

＜再委託先＞ 

令和２年度 

・ 顧客情報を含む電子ファイルの不適切な保存がないか全組織（委託先

等）において点検。報告された不備について、情報紙により不備事例の解

説及び再発防止に向けた指導を実施。 

・ 委託先等における週次の研修等において、証拠書等保存箱の適正管理に

ついて指導を実施。また、支社による郵便局実態調査において、証拠書保

存箱の封緘紙等の貼付漏れがないか点検を実施。 

    (ｲ) 総務省指針への対応 

「独立行政法人等の保有する個人情報の適切な管理のための措置に関す

る指針」（総管情第 85号（平成 16年９月 14日））への対応に関しては、平

成 30年 10月に同指針が改正されたことから、平成 31年度以降、毎事業年

度の監督方針において、委託先に同指針の改正を踏まえた的確な対応を求め

ている。 

具体的には、委託先の貯金事務センター等から更に外部委託されている事

務について、個人情報の取扱いが適正になされるようにする仕組みについて

運用状況を監査し、適正な取扱いがなされていることを確認している。 

(ｳ) 情報セキュリティ対策の実施状況 

      委託先における情報セキュリティ対策については、人材育成、内部不正対

策及び標的型攻撃メール対策の観点から研修や訓練等の取組を実施してい

るほか、サイバーセキュリティ管理態勢に関する専門家による第三者評価を

実施していること、サイバーインシデントを想定した全社的な訓練等を実施

していることを確認している。 

 

エ その他業務品質の確保に係る事項 

(ｱ) 業務品質の確保全般 
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上記アからウに記載した事項のほか、「預入限度額管理」、「現金過不足事

故防止の取組」等について、態勢整備報告等の委託先からの報告を受け確認

している。  

また、「権利消滅に係る業務知識」、「預入限度額超過者に対する強制措置

の実施」及び「事務事故発生後の指導状況」等について、実地監査において

確認している。 

その結果、「権利消滅に係る業務知識」については、郵便局の社員が権利

消滅の対象となる貯金や期間について認識が不十分である事案が認められ

たことから、情報誌や研修により定期的に周知・指導を実施するよう再委託

先に改善を求めている。（令和元年度、令和２年度） 

(ｲ) 業務の提供場所及び時間 

 毎事業年度、委託先等に対し、委託先が行う銀行業務及び再委託先が行う

銀行代理業務と同等以上の提供場所及び提供時間を確保することを監督方

針で定め、委託先に求めている。 

 営業店等の一覧による確認及び実地監査において、業務の提供場所及び提

供時間等について確認したところ、特に問題は認められなかった。 

(ｳ) 犯罪収益移転防止法への対応 

機構は、犯罪収益移転防止法の特定事業者として、同法及び同法の関連法

令（以下「犯収法令」という。）に基づく措置として、取引時確認等管理規

程を定め（平成 30年 11月）、特定事業者作成書面を作成（平成 31年２月策

定、以後「犯罪収益移転危険度調査書」の改正等を吸収した改正を実施）し、

教育訓練の実施等を行っており、委託先である（株）ゆうちょ銀行も同法の

特定事業者として、犯収法令に基づく種々の措置の実施に取り組んでいるこ

とを本社監査等により確認している。 

 

（疑わしい取引の届出）                  （単位：件） 

年度 29年度 30年度 令和元 

年度 

２年度 ３年度 

件数 ３ １ ３ ０ － 

 

(ｴ) 災害による被災者の支援 

災害の被災地域を対象に非常取扱い（災害の発生により定額郵便貯金証書

等を失くした被災者に対し、一定の要件を満たした場合に証書等の提示なし

に払戻しを行う取扱い）を実施し、機構のホームページに掲載して周知した。 

 

（非常取扱い実施回数状況）               （単位：件） 

年度 29年度 30年度 令和元 

年度 

２年度 ３年度 

実施回数 ６ ５ ３ ７ － 

 

オ 会計に関する業務の適正性 










































































































































